
クローズアップ！クローズアップ！クローズアップ！

●
受
給
者
の
方
へ
の
お
願
い

　
　

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
速
や
か
に

届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

①
認
定
を
受
け
て
い
る
本
人
や
児
童
が

公
的
年
金
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

②
所
得
の
高
い
扶
養
義
務
者
と
別
居

ま
た
は
同
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

③
児
童
が
養
子
縁
組
を
し
た
。

④
婚
姻
は
し
て
い
な
い
が
異
性
と
同
居

し
て
い
る
。
ま
た
は
定
期
的
な
訪
問
が

あ
る（
資
格
喪
失
と
な
り
ま
す
）
。

※
万
が
一
、
届
け
出
が
遅
れ
た
り
、
不
正
な

手
段
で
手
当
を
受
給
し
た
場
合
は
、
手
当

を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
　

現
況
届
に
よ
り
、８
月
１
日
現
在
の

世
帯
の
状
況
や
前
年
分
の
所
得
等
を

確
認
し
、８
月
分
か
ら
翌
年
７
月
分
ま

で
の
手
当
額
を
決
定
し
ま
す
。
現
況
届

の
提
出
が
２
年
間
な
い
場
合
は
、
受
給

権
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

ま
た
、
手
当
の
受
給
か
ら
５
年
を
経

過
す
る
等
の
要
件
に
該
当
し
て
い
る
方

に
は
、「
一
部
支
給
停
止
適
用
除
外
事

由
届
出
書
」（
緑
の
用
紙
）
を
６
月
末
に

お
送
り
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
要
な
書

類
を
つ
け
て
、
現
況
届
と
一
緒
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
、代
理
人
に
よ
る
提
出
は
で
き
ま
せ
ん

●
現
況
届
の
提
出
期
限

　
　
８
月
３１
日
（
金
）

●
提
出
先

　
　

福
祉
事
務
所

※
各
支
所
へ
の
提
出
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん

さ
い

人権

C L O S E  U
P

福祉

C L O S E  U
P

問
高
知
地
方
法
務
局　
人
権
擁
護
課

　
　

☎
０
８
８-

８
２
２-

３
５
０
３

■
相
談
内
容

　
　

い
じ
め
、
体
罰
、
児
童
虐
待
な
ど
の

子
ど
も
を
め
ぐ
る
人
権
問
題
な
ど

■
実
施
期
間

　　
８
月
２９
日
（
水
）
〜
９
月
４
日
（
火
）

■
受
付
期
間

　　
８
時
３０
分
〜
１９
時

※

土
・
日
曜
日
は
１０
時
〜
１７
時

■
開
催
場
所

　　

高
知
地
方
法
務
局　
人
権
擁
護
課

※

土
・
日
曜
日
は
高
松
法
務
局
人
権
擁
護
部

■
電
話
番
号
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

　　

☎
０
１
２
０
ー

０
０
７
ー

１
１
０

※

IP
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま
せ
ん

問
福
祉
事
務
所　

☎
５
７-

８
５
０
９

　
　

学
校
で
の「
い
じ
め
」や
家
庭
内
で
の

児
童
虐
待
な
ど
、
子
ど
も
の
人
権
問
題

解
消
に
向
け
、
高
知
地
方
法
務
局
と
高

知
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
電

話
相
談
強
化
週
間
を
も
う
け
、「
子
ど

も
の
人
権
１１０
番
」を
実
施
し
ま
す
。

　
　

児
童
・
生
徒
の
み
な
さ
ん
が
安
心
し

て
相
談
で
き
る
よ
う
、

　　

●　

電
話
番
号
は
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　　

●　

相
談
無
料

　　

●　

秘
密
厳
守

で
す
の
で
、
学
校
や
家
庭
、
友
人
関
係

の
悩
み
ご
と
な
ど
、
何
で
も
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、世
帯
状
況

の
確
認
や
手
当
額
を
決
定
す
る
た
め
、毎
年
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。

　

学
校
で「
い
じ
め
」を
受
け
て
学
校
に
行
き
た
く
な
い
、親

か
ら
虐
待
さ
れ
て
い
る
、で
も
先
生
や
親
に
は
言
え
な
い
、誰

に
相
談
し
て
い
い
か
分
か
ら
な
い…

。も
し
も
そ
ん
な
苦
し

み
を
抱
え
て
い
た
ら
、一
人
で
悩
ま
ず
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

お
話
を
聞
い
て
、ど
う
し
た
ら
い
い
か
一
緒
に
考
え
ま
す
。

全
国
一
斉

「
子
ど
も
の
人
権
１１０
番
」
強
化
週
間

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
の

受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す

　医療費が高額になるとき自己負担する医療費は、法律により限度額が決めら

れています。医療機関での支払方法は、限度額以上の医療費を一旦支払い、

払いすぎた医療費が後で払い戻される方法と、事前に認定証を取得して、限度

額までの支払いをする方法と２つあります。入院時の食事代も減額されます。

※限度額適用・標準負担額減額認定証（住民税非課税世帯）の方のみ　

※

国民健康保険の被保険者は…

■住民税が課税世帯の人
　…「限度額適用認定証」

■住民税が非課税世帯の人
　…「限度額適用・標準負担額減額認定証」
　※その他社会保険などの被保険者は加入先へ
　相談してください

後期高齢者医療費制度の適用者は…

■住民税が課税世帯の人
　（課税所得145万円以上690万円未満の人）
　…「限度額適用認定証」

■住民税が非課税世帯の人
　…「限度額適用・標準負担額減額認定証」
　※更新の人は、申請の必要はありません

　　　　認定証があれば
窓口負担が軽減できます！！
医療費が高額
になるときは　　　　認定証があれば
窓口負担が軽減できます！！
医療費が高額
になるときは　　　　認定証があれば
窓口負担が軽減できます！！
医療費が高額
になるときは

　８月から、両制度（国保・後期高齢）とも70歳以上の住民
税課税世帯で、課税所得145万円以上690万円未満の人は、
申請により、「限度額適用認定証」が発行されます。
　申請をしなければ、病院窓口での自己負担額は、右表の住
民税課税所得が690万円以上の自己負担限度額になります。

●国保の人で限度額以上の医療費を支払ったときは…
　払い戻しに該当する世帯には、診療月の2カ月後以降に申
請の案内を送付します。申請には領収書が必要ですので、大
切に保管しておいてください。

●後期高齢の人で限度額以上の医療費を支払ったときは…
　高知県後期高齢者医療広域連合より、後日給付されます。
口座未登録の方のみ、申請書が送付されますので、市役所へ
提出してください。

５７,６００円
※多数回該当
　　…４４,４００円

[区分Ⅰ] １５,０００円　
[区分Ⅱ] ２４,６００円

１８,０００円

８,０００円

住民税課税所得が
１４５万円未満の方

自己負担限度額（月額）

外来
（個人ごと）

外来＋入院
（世帯ごと）

８０,１００円
＋（総医療費－２６７,０００円）×１％
　※多数回該当…４４,４００円

住民税非課税世帯

年間上限
１４４,０００円

*

＊区分Ⅰ…年金収入８０万円以下などの住民税非課税世帯
　　区分Ⅱ…住民税非課税世帯

８月からの
限度額の一覧

１６７,４００円
＋（総医療費－５５８,０００円）×１％
　※多数回該当…９３,０００円

２５２,６００円
＋（総医療費－８４２,０００円）×１％
　※多数回該当…１４０,１００円

住民税課税所得が
１４５万円以上
３８０万円未満の方

住民税課税所得が
３８０万円以上
６９０万円未満の方

住民税課税所得が
６９０万円以上の方

70歳　　  以上

■市民保険課　☎57-8506

申請をしなければ、窓口負担が増える可能性があります！

70歳未満（国保） 70歳以上（国保・後期高齢）

認定証を取得する申請手続きは…

　

申請場所　市民保険課・各支所
　 ※国保被保険者は国保税の納付状況により、交付で
　 きない場合があります

　

申請に必要なもの　
　①被保険者証・②印鑑・③代理人による申請
　 の場合は代理人の身分証（運転免許証など）

　　申請した月の初日から有効です
　例えば、７月２０日に申請した場合、７月１日分
　 から適用されます。
　 ※前月から入院していても申請した月以降からしか　
　　適用されませんのでご注意ください

　

有効期限

　 翌年度の7月末日（申請月が４月～７月の場合は
　 その年の７月末日）

　　　

申

11２０１８.８ 10 ２０１８.８


